
県民コメント制度に基づく結果の概要について 
（埼玉農林業・農山村振興ビジョン(平成28年度～32年度)） 

 

 埼玉県では、平成３２年度を目標年度とする「埼玉農林業・農山村振興ビジョ

ン」を策定しました。 

 策定にあたって、県民コメント制度に基づき、「埼玉農林業・農山村振興ビジ

ョン（平成28年度～32年度）案」について、県民の皆様から御意見を募集したと

ころ、８件の御意見をお寄せいただきました。 

 寄せられた御意見・御提案及びそれに対する県の考え方を公表いたします。 

 

 

 １ 意見募集期間 

   平成２７年１０月１７日（土）～平２７年１１月１６日（月） 

 

 ２ 意見の提出者数及び意見件数 

   ８件（１名・１団体） 

   （内訳） 

区 分 人 数 意見件数 

郵送 ０ ０件 

ＦＡＸ １人 ３件 

電子メール ０ ０件 

その他 １団体 ５件 

合 計 １人・１団体 ８件 

 

 ３ 意見の反映状況 

区     分 意見件数 

意見を反映し、案を修正したもの １件 

すでに案で対応済みのもの ４件 

案の修正はしないが、実施段階で参考とするもの １件 

意見を反映できなかったもの ０件 

その他 ２件 

合     計 ８件 

 

 ４ 策定したビジョン及び意見募集結果の資料の入手方法 

  （１）埼玉県のホームページから入手できます。 

    http://www.pref.saitama.lg.jp/a0901/nouringyovision.html 

 

  （２）次の窓口で閲覧を行います。 

   ・埼玉県農林部農業政策課（本庁舎５階）Tel 048-830-4031 

   ・埼玉県県政情報センター（衛生会館１階）Tel 048-830-2543  

   ・埼玉県の各地域振興センター・事務所 

南 部 Tel 048-256-1110  南 西 部 Tel 048-451-1110 

東 部 Tel 048-737-1110  県 央 Tel 048-777-1110 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0901/nouringyovision.html


川越比企 Tel 049-244-1110  西 部 Tel 04-2993-1110 

利 根 Tel 048-555-1110  北 部 Tel 048-524-1110 

秩 父 Tel 0494-24-1110  東松山事務所 Tel 0493-24-1110 

本庄事務所 Tel 0495-24-1110    

 

  ・埼玉県の各農林振興センター 

さいたま Tel 048-822-2492  川 越 Tel 049-242-1808 

東 松 山 Tel 0493-23-8532  秩 父 Tel 0494-24-7211 

本 庄 Tel 0495-22-6156  大 里 Tel 048-523-2812 

加 須 Tel 0480-62-4771  春 日 部 Tel 048-737-2134 

 

 ５ 問い合わせ先 

   〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

   埼玉県農林部農業政策課 企画・試験研究調整担当 

   ＴＥＬ   ０４８－８３０－４０３１（直通） 

   ＦＡＸ   ０４８－８２２－８２４９ 

   Ｅ-mail   a4010-23@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a4010-23@pref.saitama.lg.jp


 

 

「埼玉農林業・農山村振興ビジョン（平成 28 年度～32 年度）案」 
に対する御意見と県の考え方  

 
 

（反映状況の区分）Ａ：意見を反映し、案を修正した 
Ｂ：既に案で対応済み 
Ｃ：案の修正はしないが、実施段階で参考としていく 
Ｄ：意見を反映できなかった 
Ｅ：その他  

 
 

NO. 御意見の内容 意見数 県の考え方 
反映 

状況 

１ 

畑、水田などの農地は貴重な農業の場だ

が、最近は、マンションや住宅に利用されて

いる。もう少し規制し、農地として活用して、

農業を活性化してほしい。 

１ 

農地の確保及び活用の取組については、

ビジョンに記載しておりますので、いただいた

御意見を参考に今後の取組に努めてまい

ります。 

 （該当箇所） 

  Ｐ２０ 第５-１-（２）-ア及びイ 

なお、農地制度は法律に基づくものであり、

県の裁量による規制強化はできませんが、

優良農地が確保されるよう、農地制度の

適切な運用を図っていきます。 

Ｂ 

２ 

最近は、高齢化が進み、森林の売却が活

発になっている。こうした中で、県民と団

体、県が一体となって、生物多様性のある

森林を守っていく必要がある。 

１ 

県民等と一体となった森林保全に関する

取組については、ビジョンに記載しておりま

すので、いただいた御意見を参考に今後の

取組に努めてまいります。 

 （該当箇所） 

  Ｐ３８ 第５-２-（３） 

  Ｐ４０ 第５-３-（１） 

  Ｐ４５ 第５-３-（２） 

Ｂ 

３ 

ＴＰＰには反対であり、海外農産物等との

競争が進むと、国内農業の力が弱ってくる

ことが予想される。もう少しＴＰＰに対する対

策を検討し、消費者の安全・安心につなが

る県産農産物の地産地消の活性化に努

めてもらいたい。 
１ 

ビジョンはＴＰＰを含む農林業・農山村を巡

る潮流を踏まえて作成していることから、第

５-１-（３）の記載内容をはじめ、ビジョン全

体の取組を通してＴＰＰによる影響を緩和

するよう取り組んでまいります。 

 （該当箇所） 

  Ｐ２２ 第５-１-（３） 

なお、地産地消に関する取組についてはビ

ジョンに記載しております。 

 （該当箇所） 

  Ｐ２９ 第５-１-（４）-ア 

Ｂ 

 

 



 

 

NO. 御意見の内容 意見数 県の考え方 
反映 

状況 

４ 

埼玉県農業信用基金協会は、融資機関

が農業制度資金等を農業者に融資する

際、信用力の脆弱な農業者の保証人とな

り、その借入債務を保証することにより融資

が円滑に行われるよう業務を執行してい

る。 

そこで農業制度資金のあとに「や農業者の

借入債務を保証する農業信用保証制度」

を挿入していただく等ご検討願いたい。 

１ 

御意見の趣旨を踏まえ、「農業制度資金

の貸付調査や資金需要の把握を図りなが

ら、農業制度資金の利用と、借入の際の

農業信用保証制度の充実を促進しま

す。」とします。 

 （該当箇所） 

  Ｐ１７ 第５-１-（１）-ア-（ウ）-ｂ 

Ａ 

５ 

ＪＡグループは、農協改革に向けて動き出

しており、「創造的自己改革への挑戦」をメ

インタイトル、サブタイトルを「農業者の所得

増大と地域の活性化に全力を尽くす」とし

て、今後３年間の活動方針を示すＪＡ埼

玉県大会を開催することとしている。対象と

なるのは県内農業者であるとともに、今後

の方向性もほぼ同様であることから、農林

部と車の両輪として、連携・協調して取り組

むことが重要である。 

１ 

ＪＡグループと県の今後の方向性が同様で

あることは県も認識しておりますので、第６

などにあるとおり、ビジョンの推進にあたって

は、ＪＡグループとも連携・協働しながら取

り組んでいくこととしています。 
Ｂ 

６ 

今回、策定される埼玉農林業・農山村振

興ビジョンの５年間のテーマは、「稼ぐ力」

「人財力」「地域力」の三つ力＝産力（生

産する力・産地の力）を高めることにあると

考えられる。 

それらの言葉は、第４の将来像に書かれて

いるが、第１あるいは第５  取組の展開方

向の最初の部分に記載し、サブタイトルな

どとして扱うとインパクトがあり、総花的なイ

メージがやや払拭できるのではないか。 

１ 

３つの力については、第１の「１ ビジョンの

ねらい」、第４の「本ビジョンが示す将来

像」、第５の「取組の展開方向」の各分野

の冒頭に記載してあることから、ご指摘の

内容は対応できているものと考えていま

す。 

また、「第５ 取組の展開方向」の最初にサ

ブタイトルとして記載することについては、章

の構成上難しいと考えました。 

なお、３つの力を高めることについては、関

係施策の取組において対応していきます。 

Ｃ 

７ 

埼玉県の農林業・農山村について、第２の

姿により現状分析を行い、第３の潮流で時

代の動向と課題を整理、第４の将来像を

踏まえて、第５の取組の展開方向が記述

されており、非常にわかりやすい。 

特に、取組の展開方向は、農林業・農山

村全体となることから、多岐にわたっている

が、記載されている個々の取組がでてくる

前提が、第２、第３、第４で整理され、取組

内容が簡潔に説明されるとともに、ポイント

となる事項について、指標がセットされてお

り説得力がある。 

１ 

御意見を拝聴いたしました。 

Ｅ 



 

 

NO. 御意見の内容 意見数 県の考え方 
反映 

状況 

８ 

取組の展開方向が多岐にわたることから

総花的との批判がでることが予想される

が、振興計画やビジョンでは、全体として漏

れがないように取組を整理するのでやむを

得ないと考えられる。 

１ 

御意見を拝聴いたしました。 

Ｅ 

合計 ８  

 


